
 

 

 

 

 

 

 

 
 
この度、島根県では、オーストラリア・シドニーの大手日本食品輸入卸業者ジュンパシフィック・コーポレー

ション（J un Pacific Corporation Pty. Ltd.）及び同国向けに輸出を行う国内商社である湊水産貿易株式会社

を招聘し、食品輸出商談会を開催します。 

島根県内でオーストラリアの食品バイヤーと直接商談を行い、販路を拡大する貴重な機会ですので、これから

輸出に取り組まれる方も含め、多くの県内事業者の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

日  時 
令和８年２月２４日（火）・２５日（水）・２６日（木）のいずれか 

※商談時間は 1 社 30 分程度を予定しています。商談日時は、県にて調整後、ご連絡します。 

方  式 
島根県市町村振興センター会議室（４階）・浜田港湾振興センター 

※変更になる可能性があります。 

参 加 費 無料 定 員 １５社程度 

主  催 
島根県（しまねブランド推進課海外展開支援室） 

協力：日本貿易振興機構（ジェトロ）島根、しまね産業振興財団 

バイヤー 
・Jun Pacific Corporation Pty. Ltd.（オーストラリア） 

・湊水産貿易株式会社（神奈川） 

注意事項 

■ お申し込みいただいた情報（企業・商品情報）は、主催者側で必要に応じて確認・修正

のうえ、バイヤーに提示します。 

■ 提示した情報を基に、バイヤーが次の基準により、商品のスクリーニングを行います。 

  ① 豪州の法規制による輸入不可品目でないこと 

例：生鮮野菜、果物、一定の含有量を超える乳・卵を使用した加工食品、肉製品など 

  ② バイヤーが求める書類（原材料、包材等）の提出ができること。 

    例：商品の原材料と配合％の提示及び英文証明書への署名など 

    また、その対応に協力的であること。 

  ③ バイヤーが商談を希望する商品・企業であること。 

■ 商談会には、その場で価格交渉・意思決定ができる方のご参加をお願いします。 

■ 商談会当日は、会社案内、商品規格書、価格表、試飲・試食サンプル等を商談会場に 

ご持参ください。 

■ 食品関連法規に抵触している場合、申込書に虚偽の記載があった場合及び商談参加者と

してふさわしくない場合にはご参加をお断りすることがあります。 

■ 商談会にご参加の皆様には、商談会当日の成果及び当日以降の商談・取引の状況につい

て、島根県より情報提供をお願いすることがあります。 

■ 本商談会における商談・取引は、参加者の判断と責任で行っていただきます。 

万一、参加者が損害や不利益を被る事態が生じたとしても、島根県はその責任を負いま

せん。 

申込方法・締切 

２枚目の「参加申込書」及び島根県 HP 掲載の「企業・商品情報シート」に記入のうえ、

E-mail でお送りください。 

※商談会への参加決定後、事前に最低ロットでの見積書の提出が必要となります。 

申込締切：令和７年１２月２２日（月）１７：００ ※シートの提出も同日締切とします。 

問い合わせ 
島根県 しまねブランド推進課 海外展開支援室（担当：青木） 

TEL：0852-22-5632 FAX：0852-22-6750 E-mail：boeki@pref.shimane.lg.jp 

 

 

  オーストラリア向け食品輸出商談会のご案内 



オーストラリア向け食品輸出商談会 バイヤー企業情報 

企業① 

海外バイヤー ジュンパシフィック・コーポレーション（Jun Pacific Corporation Pty Ltd） 

事業内容・PR 

1976 年にシドニーで日本食材小売専門店「東京マート」を開店したことに始

まる日系輸入卸業者。シドニー（東京マート）・ゴールドコースト・ブリスベン・

メルボルン・パース（フジマート）に小売店を展開するほか、オンライン販売に

も力を入れている。このほか、日本食材小売店、日本食レストランはもとより、

豪州国内大手スーパーマーケットとも取引する企業として、取扱品目は調味料、

飲料、冷凍食材から陶器、台所用品と幅広く、その数は 5,000 種以上に及ぶ。 

https://www.junpacific.com/company/index.html 

本商談会担当 マネージャー 李 氏、清野 氏 

企業① 

国内商社 湊水産貿易株式会社 

事業内容・PR 

1990 年創業。日本食材輸出を専門に行う商社。 

主要輸出先はオーストラリア、イギリス。 

本商談会担当 代表取締役 上山根 氏 

   

マッチング情報 

想定される商流 

バイヤー指定の国内商社との間接取引となります。 

・常温品：東京都内及び川崎市内保税倉庫納品 

・冷凍品：横浜市内の保税倉庫納品 

関心がある品目 

農産加工、水産加工、米、茶、菓子、調味料、酒類（日本酒）など全般 

（特に島根県ならではの特色があるもの）  

※日本では常温・チルド流通であっても冷凍対応可能な商品も対象 

必要となる賞味

期間 

常温品：６か月以上が好ましい。 

冷凍品：１年以上が好ましい。 

※賞味期間が短いものでも応募は可能ですが、商談の優先度は低くなります。 

管理温度 〇常温 〇冷凍 （いずれも対応が可能） 
 

 

オーストラリア向け食品輸出商談会 参加申込書 

【締切：１２月２２日（月）】 

■島根県 しまねブランド推進課 海外展開支援室 宛      E-mail：boeki@pref.shimane.lg.jp 
 

■ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本食品輸出商談会の運営に利用します。 

貴社名  

部署/役職  ご担当者  

ご住所 
〒 

 

TEL  FAX  

E-mail ＠ 

備考 

希望する日時（〇月〇日午前・午後）や場所等があれば、ご記入ください。 

※ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 

 

mailto:boeki@pref.shimane.lg.jp

